
第１１３号議案 

   債権の放棄について 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年１０月１９日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

             記 

１ 債権の内容    放置自転車、無料引き取り自転車の売却代金及

び違約金 

２ 債 務 者    埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮１９０番地１ 

            株式会社橋本商事 

             代表取締役 藤田澄夫 

３ 放棄する債権の額 未納額 ４，６６６，１２５円 

           違約金 １，９７７，１３７円 

           合 計 ６，６４３，２６２円 

４ 放棄の理由    債務者が破産した旨の報告を受けたため 

 

 （提案理由） 

 債権の放棄について、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、区議会の議決を得る必要があるので、この案を提出いたします。 


